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１．はじめに

2013年以降を見据えた地球温暖化対策の国際的枠組みを

決定する気候変動枠組条約締約国会議が昨年のコペンハー

ゲンに続き，今年11月末にメキシコ・カンクンにて開催さ

れる．交渉の行方は不透明であるが，世界における温室効

果ガス削減対策への動きは活発化しており，世界的に最も

CO2排出量が高いとされている電力部門への対応は温暖化

対策として必須である．安価な燃料である石炭火力発電が，

主要発電源である途上国は少なくない．

本稿では高効率石炭火力発電とクリーン開発メカニズム

（CDM）の現状について分析した．

２．石炭火力発電と温室効果ガス

IEAのエネルギー統計によると，2007年の世界における

発電量の燃料ミックスでは石炭が40%以上と最も多いシェ

アを占め，これは天然ガス由来による発電量の約２倍であ

り，石炭が世界の発電を支えていることを示している．

近年，石炭需要は，途上国における消費増加の影響で上

昇の一途を辿っている．IEAのWorld Energy Outlook

2009におけるレファレンス・シナリオでは，2030年の世界

のエネルギー需要における石炭のシェアは，現状と大差が

なく29%とされている．主な要因として途上国における発

電需要上昇による石炭消費の増加が挙げられている．一方，

最も厳格な温室効果ガス削減政策が導入され大気中の温室

効果ガスの濃度が450ppmに固定された場合を想定する

450シナリオでは，高効率石炭火力発電及び二酸化炭素回

収・貯蔵技術（CCS）等の新技術導入を行えば総エネルギ

ー需要における石炭のシェアは2030年には18％に下降する

ことを予測している１）．米国EIAのInternational Energy

Outlook 2010のレファレンス・シナリオでは，表１で示す

とおり非OECD加盟国の石炭火力発電容量拡大率が，世界

全体の1.8%を大幅に超えた2.8％であることを想定してお

り，アジアの増加率は特に顕著で大幅に上回る3.2％が予

想されている２）．同シナリオでは，2007年から2020年の期

間，アジアで増設される石炭火力発電所の設備容量は

266GWとされているが，米国民間調査会社のMcIlvaine

社の分析では，アジアだけで2009年から2020年までに

546GWの増設が予想されており，調査機関によっては大

幅な上昇を見込んでいる３）．

化石燃料の中で最も二酸化炭素排出係数が高く世界のエ

ネルギー起源二酸化炭素排出量の約30%を占める石炭火力

の増加傾向は，温室効果ガス削減という国際的取組におけ

る課題である．実際，各機関の予測は，途上国において低

炭素社会への革新的な政策がとられない限り，もしくはエ

ネルギー供給の安全保障の観点から石炭に代わる代替新エ

ネルギーが開発されない限り，石炭が発電において最も主

要な燃料であり続けるとしているものが多い．

先進国では，エネルギー保障政策の観点等から天然ガス

焚き火力発電への転換や，再生可能エネルギー等を利用す

ることにより石炭以外の発電技術を導入している．しかし，

石炭火力発電は多くの国で主要発電源として使用されてお

り，先進国のみならず中国等の新興国は石炭火力発電の効

率化を図ってきた．1990年代後半から超臨界（SC）技術

高効率石炭火力発電とCDM
High-Efficiency Coal-Fired Thermal Power Plants and CDM

*三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱

クリーン・エネルギー・ファイナンス委員会　副委員長

〒135-0061東京都江東区豊洲5-4-9 KR豊洲ビル2階

E-mail：yoshitaka-mari@sc.mufg.jp

**三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱

クリーン・エネルギー・ファイナンス委員会

CDM/JIコンサルタント

E-mail：shimura-yukimi@sc.mufg.jp

特　集　クリーン開発メカニズム（CDM）の最新情報

吉　高　ま　り* ・ 志　村　幸　美**
Mari Yoshitaka Yukimi Shimura

表１ 発電設備容量及び石炭火力発電設備容量の展望１），２）



－30－

326 エネルギー・資源 Vol. 31  No. 6（2010）

等に代表される石炭火力発電の燃焼効率向上化が活発とな

り，最新技術としてガス化（IGCC）の技術開発が進んで

いる．しかし，10数年経った現在であっても途上国におけ

るこれらの技術への転換は未だ一部である．

今後，途上国にて増設される石炭火力発電所に対する高

効率技術の導入速度を高めるには，導入のためのインセン

ティブが必要であると考える．近年においては，技術の開

発に伴いSCの初期投資額が低下してきており，中国では

日本および欧州メーカーとの技術提携の結果，超々臨界技

術（USC）が国産化されているが，途上国においては未

だ高価で操業が複雑なシステムである．初期投資に対し，

融資に対する優遇処置等の活用，クリーン開発メカニズム

（CDM）によって創出された炭素クレジットの販売収入に

よる民間資金の導入を図る等のインセンティブが引き続き

必要である．

３．高効率石炭火力発電技術とCDM

World Coal Instituteによると，石炭火力発電所におい

て二酸化炭素削減を図る方法は主に表２に示す方法に整理

される．

現在，国連に提案されている通常規模（年間発電効率改

善が60GWh以上）の高効率石炭発電CDM案件には，表３

が示すとおり超臨界圧（SC）及び超々臨界圧（USC）技

術が主流であるが，その他，石炭発電事業に関しては小規

模案件としてボイラー効率改善及びバイオマスとの混焼案

件等が存在する５）．

一方，高効率石炭火力発電とともに，温室効果ガス削減

技術として検討され注目を浴びている二酸化炭素回収・貯

蔵技術（CCS）は，火力発電から発生したCO2を大気中に

放出しない有効的な技術であるものの，CDM適用外技術

とされている．

CDMは，事業を国連にCDM適格案件として登録しなけ

ればならない．登録には，ベースライン排出量及びプロジ

ェクト排出量の算定方法（排出削減量は，このベースライ

ン排出量とプロジェクト排出量の差分となる），モニタリ

ング方法を確定するための適用方法論が事前に国連で承認

されることが必須である．高効率石炭発電事業に適用可能

な通常規模の事業を対象とする方法論として代表的なもの

は，「低GHG排出強度技術を用いたグリッド接続新規化石

燃料火力発電施設のための統合方法論（ACM0013）」６）で

ある．同方法論は，2007年９月に方法論として国連にて承

認されている．燃料は石炭に限定されておらず，コジェネ

レーション発電以外で，従来型の火力発電所より効率の高

い化石燃料焚き火力発電所の新設が方法論の適用条件とな

っている．今日に至るまで，同方法論を用いて22件の通常

規模の石炭火力発電事業が提案されてきたが，国連にて

CDM案件として登録された案件は現状1件に留まる．国連

は，登録の申請がなされたCDM案件を却下する権限を有

するが，2010年７月に開催された第55回CDM理事会にて

インドのSC案件の登録申請が高効率火力発電事業として

初めて却下され７），一部の報道では他のSCやUSC発電所

関連のCDM案件登録への不安感が高まったことが伝えら

れた８）．

CDMを用いて高効率石炭火力発電事業を展開すること

が難しいとされる主な原因の１つとして，適用条件が挙げ

られる．CDMの方法論には，その事業が方法論を使用す

るための適用条件を備えている．ACM0013の適用条件の

１つに，プロジェクトの事業対象地域における総発電量の

50％超がプロジェクト同様の化石燃料タイプであることと

ある．本適用条件を導入した理由は明らかでないが，たと

えば石炭の場合，事業対象地域における総発電量の過半数

を占める燃料が石炭であることを適用条件とすることで，

表２ 石炭火力発電所における二酸化炭素削減方法４）

表３ 通常規模高効率石炭火力発電CDM案件

（2010年9月10日現在）５）

*稼動予定日は，国連で公開されている情報に基づく．
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従来型石炭火力発電の継続，もしくは置き換えがベースラ

イン・シナリオとなる妥当性を高めている．しかし，この

条件を充たす国は限定されており，アジアではインド及び

中国のみではないだろうか９）．

新設火力発電所をCDMとして提案する上で最も困難と

されているのがベースライン排出量の設定であり，全てが

仮定によって成立された近未来シナリオにおいて，ベース

ライン排出量予測を何にするかによって，それぞれの

CDM案件から創出されるCER量が大きく影響を受ける．

同発電所が建設されなかった場合に建設されるであろうベ

ースライン発電所を仮定するにあたり，最も高い確率で建

設されるであろう発電所が選出されるべきであるが，

CDMのクレジット期間中に天然ガス焚き火力発電ではな

く，石炭火力発電が建設される確率を数値化するには，国

連に仮定条件の妥当性を証明する必要がある．

なおACM0013における50%超という境界線の根拠は明

確でない．同方法論では，適用条件以外にステップごとに

検証するベースライン設定方法が存在し，エネルギー政策

の展望や均等化発電原価（levelized cost）等を比較する

ことによって，現実的で，経済的に最も魅力のある代替案

が適切なベースライン・シナリオとして選定されることと

なっている．燃料転換や水力発電等の再生可能エネルギー

転換の可能性と石炭火力発電を比較して，石炭火力発電を

ベースライン・シナリオとして選定する妥当性を証明する

のは容易ではない．しかし，新設の石炭火力発電を必要と

しているのは，インドや中国ばかりではない．50%という

条件が不適用な国及び地域で実施される新設火力発電の高

効率化が除外され，CDMのインセンティブが与えられな

いことについては，柔軟性のある現実に即した対応が求め

られよう．

２つめの原因として，投資分析を用いた追加性証明が挙

げられる．追加性とは，CDMを起用しなければ実現でき

なかった事業である（すなわちCDMを活用して実施する

ことで追加的事業となる）ことを示す．

CDMのルールでは，追加性を証明するために投資分析

もしくは障壁分析を実施することが必要とされ，ACM0013

の方法論では，両分析を実施することも可能である．その

他，一般慣行（コモン・プラクティス）分析が存在し，こ

れは全ての通常規模案件に必須とされている．この追加性

の証明の困難さは石炭事業に限らず，すべてのCDM案件

においてその実施を妨げている．

登録申請を却下されたインドのSC案件は，投資分析と障

壁分析の両方を用いた．投資分析を用いた追加性証明には

幾つかの手法があるが，魅力的な投資案件ではない提案案

件が，CDMを活用することにより魅力的な投資案件となる

ことを証明することでプロジェクトに追加性があるとする．

同案件で用いた投資分析方法は，ベンチマーク方式であ

る．インド中央電力規制委員会が定めた新規発電事業に適

用されている自己資本利益率（ROE）14％というベンチ

マークと事業の収益性を比較した．事業者は，CDMを活

用しない場合，入札した買電価格ではプロジェクトの

ROEが14%に満たないことから，同案件がCDM（追加的

収入）を必要とすることを論証したが，国連は，買電価格

における感度分析がされていなかった点等を指摘して登録

申請を却下した．

投資分析では，たとえこのケースのように実際に入札し

た買電価格を用いての案件実施が投資的に魅力的でない案

件であるとしても，使用した数値，分析などが不十分であ

る理由から却下される場合がある．

途上国における事業者の投資判断には，先進国の事業者

の投資分析のような数値化できない要因が存在するのが現

実である．たとえ，如何にROEや内部収益率（IRR）が数

字的に高く出る案件であっても，途上国において経済環境，

業績，今後の見通し，新技術導入による様々なリスクによ

り投資が断念されるのが現実ではないだろうか．

高効率火力発電等の新技術導入に関しては，オペレーシ

ョン・リスク，すなわち，人為的由来によるリスクによる

事業損失リスクを十分考慮しなければならない．それゆえ，

高効率火力発電及び日本の最先端の重工業技術を開発して

いる一部の機器メーカーは，これらのオペレーション・リ

スクを抑制するノウハウこそが，技術移転で重要な役割を

示すと考えており，これはUNDPの技術移転に関する調査

において裏付けられている10）．

CDM事業者が投資判断の際，障壁分析としてオペレー

ション・リスク等を数値化することは難しい．CDMの追

加性の証明は投資分析に偏重する傾向があるが，障壁分析

（質分析）として，まさにこの点が障壁として適切に審査

されるための手法を見出す必要性が存在すると思われる．

４．CDMとポスト京都

CDMに関しては，様々な問題点が指摘されており，国

連においてもCDMの改善に力を入れているが，現在議論

されている改善ポイントは，いずれも高効率石炭火力発電

技術の導入に関連するものではない．

今後，電力部門での石炭使用量が増加するとの予測にあ

って，クリーン・コール技術は先進国・途上国に係わらず

同部門における温室効果ガス削減に寄与するであろう．こ

こでは，方法論的観点から，現在議論されている京都議定

書の第1約束期間失効後の2013年以降において可能な資金

メカニズムとして①CDMの継続ケース，及び②国家緩和

行動計画（Nationally Appropriate Mitigation Action:

NAMA）等のホスト国における政策導入ケースの２つの
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ケースが同技術の導入にどのような関係にあるか述べる．

①　CDMの継続ケース

何らかの国際法的拘束力の下，京都議定書の第１約束期

間失効後の2013年以降においてCDMが存続したとしても，

既存のACM0013では高効率石炭火力発電への転換を必要

としている途上国でのCDM活用は容易でない．今後は現

実的な条件が論じられるべきであろう．

また，追加性証明に対しては，新技術導入に付随する障

壁を的確に分析するためのツールの開発があろう．例えば

技術の市場浸透率をツールとして考えられないであろう

か．技術浸透率の考えは，Center for Clean Air Policy

（CCAP）が，セクトラルNAMA（後述参照）への対処法

として提唱した案13）だが，CDMに適用することは検討余

地があると考える．

CDMでは最先端技術を途上国に導入する際生じるリス

クを考慮する，「first of its kind」（その種で初めて）とい

う考え方が存在する．「first of its kind」は，先駆者が直

面する障壁リスクを考慮して，追加性証明の投資分析やそ

の他の障壁分析等を免除することである．この言葉の定義

は，現在，国連にて審議中であり確立されていないが，文

字通り「実施予定国，もしくはその地域に初めて導入され

る技術を提案した事業のみ活用できる」とするのは現実的

でないように思われる．例えば同様の技術を数カ月違いで

導入する決心をした二番手，三番手の事業者はこの「first

of its kind」を使用することができないのか？その技術が

市場にどれだけ浸透したかで判断することも考慮の余地が

あろう．市場浸透率の考え方は，「first of its kind」の考

え方に近いため，「first of its kind」の解釈を発展させた

形でCDMとして導入可能かと考える．

②　国家緩和行動計画（NAMA）等，各国の政策に基づ

きベースラインを設定

法的拘束力の有無に係わらず途上国側が自ら何らかの形

で独自の緩和行動計画目標を設定している場合，ホスト国

の自主的削減行動を尊重し，達成目標もしくは国内排出可

能基準以下に排出削減が実現された際に排出権（枠）とし

て認める案がNAMAである．このメカニズムの画期的な

部分は，京都議定書のようにトップダウンで目標が定めら

れるのではなく，途上国も含め，世界各国自ら削減目標を

宣言することである．既に43ヶ国の途上国が2020年までの

温室効果ガス削減目標を国連に誓約（pledge）として提出

している７）．NAMAには，途上国事業者が独自の自助努力

によって達成する「unilateral NAMA」，海外からの支援

によって実施される「supported NAMA」，そしてCERの

ようなクレジット発行が可能とされている「credited

NAMA」等の名称はあるが，NAMAによって創出される

クレジットメカニズムの定義や構想は現在議論中であり，

構築されていない．

しかし，実際の削減量を考えた場合，途上国が独自に示

した国内緩和行動計画に則った目標達成による削減量と，

目標以上の削減が達成された場合の削減量の２つのケース

に分かれる．削減量のクレジット化を図るためには，事業

実施国にてNAMAが骨格を成していることが最低条件で

ある．

また，行動計画においてはベースライン設定方法が重要

となる．検討が必要な点としては，①NAMAの目標値は，

どのように試算されたか，②その目標値を決定するにあた

り，既存事業がどのように診断されベースラインとして骨

格を成したかの２点が考えられる．削減目標値は，国連へ

提出された誓約が基礎となり，どのように削減するかは，

それぞれの国の国家エネルギー計画において想定できる．

今後の課題としては，それらの目標と削減手法をどのよう

に数値化していくかである．ある国では天然ガス焚きへ燃

料転換，ボイラー燃焼効率の改善，あるいは高効率火力発

電への置き換えなども考えられよう．

排出削減行動を実践するための政策手法は様々であろ

う．例えば政策主導で事業対象個々に数値的目標を設定す

る，各事業所に自主行動計画を提案させ，部門の削減目標

がそれら自主行動計画だけでは達成できない場合，政府と

して追加政策を導入する，もしくは欧州のように既存の事

業所に対し排出枠を割当て，民間に削減を促す手法を適用

することもあるだろう．その他の達成目標設定手法として

は，CCAPが提唱している技術に特化した部門別NAMA

（セクトラルNAMA）が考えられる．これは，各部門にお

いて，特定可能な技術で，削減が大幅に期待でき，途上国

では未開発な技術について，それらの技術の市場浸透率目

標数値を設定することで削減を図る案である．技術浸透率

の採用のメリットは，技術ごとに，測定・報告・検証

（MRV）手法がより明確にできることとされている11）．

図１ 追加性証明の流れ
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５．むすび

CDMには，CDMとしての役割があり，CDMの適用性

については様々な考えがある．京都議定書で定められた排

出量枠の増加を防ぐルールは重要である．エコファンド草

創期の悩みも，投資対象企業に関する環境評価の客観性お

よび現実性であった．客観性を保つために第三者による指

標や標準が効果的であるがその作成は容易ではなく，時に

主観的になり，現実からかけ離れる場合がある．

確かに排出権等は金融などが暴走しマネーゲームを招く

懸念があるので，厳格なルールによる一定の抑制は必要で

あろう．しかし，環境価値を金銭としてみることができる

市場づくり，そして，それが持続可能なシステムであるた

めには，現実を見据えたバランスが重要ではないだろうか．

温室効果ガス削減に関する将来的な枠組条約もしくは国際

的取引に関する議論の中で共通して重視されるのは，ベー

スライン排出量に関する環境十全性及び追加性になること

が想定される．新興国が経済の主人公になりつつある現実

世界で，低炭素社会へ向けての長期展望を考えるにあたっ

ては，様々な資金が現実的かつ効率的に利用され，持続可

能な世界に貢献することが望まれる．炭素排出削減による

「クレジット」もそのひとつであると信じてやまない．

図２ NAMAにおける石炭火力発電からの

GHG排出量削減のイメージ
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